
熊本県医療型短期入所事業所等設置支援事業補助金交付要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、医療型短期入所事業所等設置支援事業補助金の交付に関し、熊

本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。以下「規則」という。）及

び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以下「要項」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定める。 

 

（補助金の交付申請書） 

第２条 要項の規定にかかわらず、規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式と

し、その添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）熊本県医療型短期入所事業所等設置支援事業補助金所要額調書（別記第２号

様式） 

（２）熊本県医療型短期入所事業所等設置支援事業計画書（別記第３号様式） 

（３）収支予算書（見込書）抄本 

（４）その他知事が必要とする書類 

２ 前項の申請書の提出期限は、別に知事が定める日とし、その提出部数は、１部と

する。 

 

（補助金の交付の条件） 

第３条 補助金の交付の条件は、規則第５条第１項各号に掲げるもののほか、次に掲

げるとおりとする。 

 （１）事業の内容を変更する場合においては知事の承認を受けること。ただし、補

助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。 

 （２）規則第２１条第２項に規定する別に定める期間は５年とする。財産を処分す

ることにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させ

ることがある。 

 （３）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、別記第４号様式により速やか

に知事に報告しなければならない。なお、知事に報告があった場合には、当該

仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （４）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管し

なければならない。 

 

（事業変更計画書） 

第４条 要項第５条第２項の事業変更計画書は、別記第３号様式に準じて作成するも

のとする。 

 

（申請の取下げ） 

第５条 要項第６条に規定する申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の

通知を受けた日から起算して３０日を経過した日までとする。 



 

（実績報告） 

第６条 要項の規定にかかわらず、規則第１３条の実績報告書は、別記第５号様式と

し、その添付書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）熊本県医療型短期入所事業所等設置支援事業補助金精算書（別記第６号様

式） 

（２）熊本県医療型短期入所事業所等設置支援事業実績報告書（別記第７号様式） 

（３）備品購入費助成の場合、契約書及び領収書の写し。ただし、契約書がない場

合、納品書の写し等購入した備品等の内容、数量、金額等がわかる書類を添付

する。 

（４）運営費助成の場合、指定居宅介護事業所等とのヘルパー派遣に係る委託契約

書、領収書の写し及び当該ヘルパーの出勤簿の写し等ヘルパーの出勤状況がわ

かる書類を添付する。 

（５）収支決算書（見込書）抄本 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後３０日を経過した日又は当該年度末

日のいずれか早い日とする。 

 

（雑則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

この要領は、平成２７年１１月２４日から施行する。 

 

  附 則 

この要領は、平成２９年１月１８日から施行する。 

 

  附 則 

この要領は、平成２９年１０月２５日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和元年７月１８日から施行する。 

 

  附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 


